
法令及び定款に基づくインターネット開示事項

個　別　注　記　表
(2020年１月１日から2020年12月31日まで)

株式会社倉元製作所

「個別注記表」につきましては、法令及び定款の規定に基づき、当社ウェブサイト

（http://www.kuramoto.co.jp/）に掲載することにより株主のみなさまに提供しておりま

す。



個別注記表

１．継続企業の前提に関する注記

　当社は、前事業年度までに６期連続で営業損失、経常損失、当期純損失を計上しており、

前事業年度末において1,135百万円の債務超過となりました。

　当社は、2020年４月14日に第三者割当による新株式の発行の払込みがなされ、同年４月30

日に借入金返済条件の変更及び債務免除を受けた結果、債務超過は解消したものの、当事業

年度においても、引き続き受注が低迷したこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により

売上は低調に推移し、営業損失314百万円、経常損失367百万円を計上するに至っておりま

す。これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況が存在しております。

　当社は、当該状況を解消し、収益構造の改善を推進するため、以下の諸施策を実施してお

ります。

①財務基盤の改善

　当社は、財務基盤の改善を図るため、資本政策の検討を推し進めてまいります。

②事業上の改善

イ．売上高の改善

　営業力の強化、成膜・シリコンウェーハ再生事業の製品群増加・新規顧客獲得、技

術力の強化、経営資源活用による新規事業の構築等を実施してまいります。

ロ．収益力の改善

　既存技術のブラッシュアップ・経営資源活用による新規案件（切断、研磨技術を活

用した精密加工事業の新規市場への参入、成膜技術を活用した金属特殊コーティング

事業への参入）の収益化、既存技術・設備の海外展開、中国法人である深圳康医

股份有限公司（Shenzhen Novocare Medical Devices Inc.（Novocare社））との業務

提携を軸としたスポンサーによる新規事業（医療支援機器・プラットフォーム）の構

築に加え、原価低減・電力費削減・役員報酬カットなどの全社コスト削減を実施して

まいります。

ハ．企業力の向上

　PDCAサイクルの確立、人事システムの運用見直しによる従業員のモチベーションと

パフォーマンス向上、計画のモニタリング・プロジェクト管理の強化等を実施してま

いります。

　しかし、これらの諸施策は実施途上であり、現時点で継続企業の前提に関する重要な不確

実性が認められます。

　なお、計算書類は継続企業を前提として作成されており、このような継続企業の前提に関

する重要な不確実性の影響を計算書類には反映しておりません。
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２．重要な会計方針に係る事項

(1)資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

・時価のないもの　　　　　　　　総平均法による原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、仕掛品、原材料、　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

貯蔵品　　　　　　　　　　　　　低下による簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品(上記を除く)　　　　　　　最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算定）

(2)固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産　　　　　　　　　　 定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建

物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以

後に取得した建物附属設備及び構築物については、

定額法を採用しております。）

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物　　　　　18～31年

機械及び装置　６～９年

② 無形固定資産　　　　　　　　　　 定額法

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

自社利用のソフトウエア　　５年

(3)引当金の計上基準

① 貸倒引当金　　　　　　　　　　 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

② 退職給付引当金　　　　　　　　 従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び

退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を

適用しております。

(4)その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

② 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消

費税は、当事業年度の費用として処理しております。
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３．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

建物 228,906千円

土地 456,477千円

計 685,384千円

上記の物件に対応する債務

１年内返済予定の借入金 99,998千円

長期借入金 682,571千円

計 782,569千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 20,723,353千円

(3) 期末日満期手形等の処理について

　期末日満期手形等の処理は、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。した

がって、当事業年度末日は金融機関が休日のため、次のとおり期末日満期手形等が当事業年

度末残高に含まれております。

支払手形 4,185千円

４．損益計算書に関する注記

減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

宮城県栗原市 基板加工設備 工具、器具及び備品

岩手県一関市 基板加工設備 建物

　当社は、原則として事業用資産については全社でグルーピングを行っており、遊休資産に

ついては個別資産ごとにグルーピングを行っております。

　基板加工設備については、現在の事業環境及び今後の業績見通し等を勘案し将来の回収可

能性について検討いたしましたが、早期の改善が困難であり、回収可能性が乏しいと認めら

れた資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失3,151千円と

して特別損失に計上しております。その内訳は建物791千円、工具、器具及び備品2,360千円

であります。

　なお、上記の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、土地、建物について

は、不動産鑑定評価等を基準とした価格、その他の資産については、処分可能性を考慮しゼ

ロと評価しております。
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５．株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 16,143,170株 15,438,949株 －株 31,582,119株

　(注) 発行済株式総数の増加15,438,949株は、第三者割当による新株の発行による増加でありま

す。

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 880株 1,308,690株 －株 1,309,570株

　(注) 2020年４月14日付で当社代表取締役社長鈴木聡より当社株式1,308,690株を無償で取得し

ております。なお、同氏は同日をもって代表取締役社長を退任しております。

配当に関する事項

　該当事項はありません。

６．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

たな卸資産評価損 27,973千円

減価償却の償却超過額 255,101千円

減損損失 797,096千円

退職給付引当金 3,609千円

貸倒引当金 14,372千円

投資有価証券評価損 13,616千円

繰越欠損金 1,724,160千円

その他 4,077千円

繰延税金資産小計 2,840,008千円

評価性引当額 △2,840,008千円

繰延税金資産合計 －千円

７．リースにより使用する固定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器、製造設備等の一部については、所有権移転

外ファイナンス・リース契約により使用しております。
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８．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借

入による方針であります。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用

し、投機的な取引は行いません。

② 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており

ます。

　投資有価証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。

　借入金のうち、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

　営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

　営業債権リスクに関しては、当社の与信管理方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高

管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を決算期ごとに把握する体制としております。

　投資有価証券のリスクに対しましては、定期的に時価を把握することにより、保有状況を

継続的に見直しております。

　営業債務や借入金のリスクに対しましては、担当部門において月次に資金繰計画を作成・

更新するとともに、手許流動性の維持などにより資金流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるた

め、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2020年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。

(単位：千円)

貸借対照表計上額 時価 差額

① 現金及び預金 154,857 154,857 －

② 受取手形 12,703 12,703 －

③ 電子記録債権 92,178 92,178 －

④ 売掛金 107,828 107,828 －

⑤ 投資有価証券

 その他有価証券 420 420 －

資産計 367,988 367,988 －

⑥ 支払手形 16,932 16,932 －

⑦ 買掛金 57 57 －

⑧ 未払金 106,126 106,126 －

⑨ 長期借入金(※) 782,569 782,569 －

負債計 905,686 905,686 －

　(※) 長期借入金については、１年内返済予定の長期借入金も含めて示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

① 現金及び預金、② 受取手形、③ 電子記録債権及び④ 売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。

⑤ 投資有価証券

　投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっております。

⑥ 支払手形、⑦ 買掛金、⑧ 未払金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。

⑨ 長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想

定される利率で割り引いた金額とほぼ等しいと想定されることから、当該帳簿価額によっ

ております。

(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額507千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロ

ーを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑤ 投資

有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
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９．関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

　　該当事項はありません。

(2) 役員及び個人主要株主等

種類
会社等の
名称

又は氏名
所在地

資本金
又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員 鈴木　聡 － －
当社代表取
締役社長

(被所有)
直接
8.11

－
自己株式の
無償取得

－ 自己株式 －

　(注) 当社代表取締役社長鈴木聡より当社株式1,308,690株を無償で取得したものであります。

なお、同氏は2020年４月14日付で代表取締役社長を退任しております。

10．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 9円95銭

(2) １株当たり当期純利益 27円99銭

11．重要な後発事象に関する注記

　当社は、2021年３月５日開催の取締役会において、2021年３月30日開催予定の第46回定時株

主総会に「剰余金の処分の件」を付議することを決議いたしました。

(1) 剰余金の処分の目的

　当社は、これまでの欠損を填補し、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保し、早期

の復配体制の実現を目的として、会社法第452条に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余

金に振替え、欠損の填補に充当いたします。

(2) 剰余金処分の要領

① 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　637,248,196円

② 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　637,248,196円

(3) 日程

① 取締役会決議日　2021年３月５日

② 株主総会決議日　2021年３月30日（予定）

③ 効力発生日　　　2021年３月30日（予定）

12．その他の注記

　新型コロナウイルス感染症の収束時期には不確実性を伴いますが、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大による消費の落ち込みや生産活動の停滞等により、会社の事業領域においては、

当事業年度に受注量の減少に伴う売上高の減少などの影響を受けており、翌事業年度も当該状

況による影響が残ると仮定し会計上の見積りを行っております。なお、新型コロナウイルス感

染症の今後の広がり方や収束時期等は不透明であることから、新型コロナウイルス感染症の急

激な感染拡大などにより、この仮定が見込まれなくなった場合には、将来の財政状態及び経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。
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